
別紙 

 

委託仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

令和８年度石川県デジタル化推進会議運営支援業務 

 

２ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 実施内容・方法 

受託者は、次の業務を実施すること。 

 

＜令和８年度石川県デジタル化推進会議＞ 

（１）令和８年度石川県デジタル化推進会議運営支援 

① 幹事会の運営支援（参加者との連絡調整、資料作成など） 

② （２）～（４）の業務に係る自治体、民間等との協議、調整 

 

（２）地域幸福度（Well-Being）向上に向けた指標の活用支援 

① 住民アンケートの実施や分析、公表等について、県からの相談に応じて助言

すること。 

 

（３）県・市町におけるデジタル技術を活用した施策の具体化の支援 

業務にあたっては、以下①から②について、県と協議の上、事業を実施するこ

と。 

① 地域課題の解決や新サービス創出に係る支援 

② 県、市町のデジタル化・DXに向けた機運醸成を図る取組の企画立案、取組の

実施 

 

（４）本事業に係る効果測定 

   幹事会参加者を対象としたアンケートの実施（随時） 

 

＜全体＞ 

（１）運営支援業務の工程表（作業計画）・報告等業務 



① 委託業務の進め方に関する計画の立案、定期的な進行状況等の報告（運営支

援業務に係る報告書の作成、受託者及び県担当者が出席する報告会の開催） 

② 報告書及び報告会の内容に基づく、その後の作業に関する必要な調整 

 

４ スケジュール 

  令和８年６月中旬       契約締結 

令和８年７月～令和９年３月  事業の実施 

 

５ 契約に基づく提出書類（提出時期） 

  ・着手届（契約締結後 10日以内） 

  ・業務工程表（契約締結後、速やかに） 

  ・業務完了報告書（委託業務が終了した時） 

 

６ 成果品 

実施報告書（県ホームページ公開用を含む） 

 

７ その他 

（１）秘密の保持 

ア 本委託業務に関し、県に提出された提案書等は、本委託業務における契約予定

者の選定以外の目的で使用しない。 

イ 本委託業務に関し、受託者が県及び市町から受領又は閲覧した資料等は、提供

者（県及び市町）の了解なく公表又は使用してはならない。 

ウ 受託者は、本委託業務により知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。 

（２）再委託の制限 

受託者は、委託業務の一部を第三者に委託することができる。 その場合は、再

委託先ごとの委託業務の内容、再委託先の概要について事前に県と協議し、了解

を得なければならない。 

（３）その他 

ア 各事業の詳細は、受託者の提案を踏まえ、県と協議の上、決定すること。 

イ 受託者は、委託業務の進捗状況を適宜報告し、県と調整を図ること。 

ウ 本仕様書に記載されていない事項及び詳細は、県と協議すること。 


